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広報ふかうら（お知らせ版）    令和５年４月１４発行 

発行／青森県深浦町  編集／総合戦略課 №№４４３３３３  

 消消防防団団出出初初式式にに伴伴うう駐駐車車禁禁止止及及びび通通行行止止めめののおお知知ららせせ  

   

 

町
で
は
、
お
た
ふ
く
か
ぜ
の
発
症
及

び
重
症
化
防
止
、
集
団
で
の
感
染
防
止

と
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
の
軽

減
を
目
的
と
し
て
、
お
た
ふ
く
か
ぜ
予

防
接
種
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

予
防
接
種
を
行
い
、
お
子
さ
ん
の
健
康

を
維
持
し
ま
し
ょ
う
。 

※
お
た
ふ
く
か
ぜ
予
防
接
種
は
任
意

接
種
で
、
法
律
上
の
義
務
は
あ
り
ま
せ

ん
。
保
護
者
の
方
が
判
断
し
、
接
種
を

お
願
い
し
ま
す
。 

◆◆
助助
成成
対対
象象
者者
及及
びび
助助
成成
内内
容容  

〇
町
内
に
住
所
を
有
す
る
１
歳
か
ら
３

歳
未
満
の
お
子
さ
ん 

〇
１
人
１
回
５
，
０
０
０
円
ま
で 

◆◆
申申
請請
時時
にに
必必
要要
なな
もも
のの  

① 

接
種
日
及
び
予
防
接
種
名
が
確
認

で
き
る
領
収
書
の
原
本 

※
領
収
書
に
ワ
ク
チ
ン
名
が
明
記
さ

れ
て
い
な
い
場
合
は
明
細
書
を
添
付

② 

接
種
済
を
証
明
す
る
母
子
健
康
手

帳
ま
た
は
医
療
機
関
が
発
行
す
る
予

防
接
種
済
証
の
写
し 

③ 

振
込
先
の
口
座
番
号
が
確
認
で
き

る
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

の
写
し 

◆◆
申申
請請
方方
法法 

① 

医
療
機
関
窓
口
で
接
種
費
用
を
支

払
い
、
領
収
書
の
発
行
を
受
け
る
。 

② 

接
種
終
了
後
、
保
健
セ
ン
タ
ー
・
役

場
町
民
課
・
両
支
所
に
あ
る
「
深
浦
町

お
た
ふ
く
か
ぜ
予
防
接
種
助
成
金
交

付
申
請
書
」
を
記
入
す
る
。 

③ 

②
の
申
請
書
と
上
記
の
申
請
に
必

要
な
も
の
を
窓
口
へ
提
出
す
る
。 

◆◆
助助
成成
対対
象象
期期
間間  

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６
年

３
月
31
日 

◆◆
助助
成成
のの
申申
請請
期期
限限  

令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で 

□
問
合
せ
先 

 

健
康
推
進
課 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

 
   

県
で
は
、
自
動
車
税
種
別
割
の
口
座
振

替
の
申
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。 

令
和
５
年
度
分
か
ら
口
座
振
替
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
納
税
者
本
人
の
通
帳
と

預
金
届
出
印
を
持
参
の
う
え
４
月
28
日 

ま
で
に
、
取
扱
金
融
機
関
又
は
地
域
県

民
局
県
税
部
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

（
す
で
に
口
座
振
替
を
申
込
ま
れ
て

い
る
方
で
も
、
自
動
車
の
買
換
え
や
ナ

ン
バ
ー
変
更
に
よ
り
申
込
内
容
が
変

更
と
な
っ
た
場
合
は
再
度
申
込
み
が

必
要
で
す
。
） 

な
お
、
令
和
２
年
４
月
以
降
振
替
分

か
ら
、
口
座
振
替
済
通
知
書
及
び
自
動

車
税
種
別
割
納
税
証
明
書
を
送
付
し

な
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。 

車
検
更
新
の
際
は
、
運
輸
支
局
等
に

お
い
て
自
動
車
税
種
別
割
の
納
付
確

認
を
電
子
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
自
動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書

の
提
示
が
省
略
で
き
ま
す
。 

（
た
だ
し
、
振
替
直
後
の
車
検
更
新
に

は
納
税
証
明
書
が
必
要
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
） 

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

https://w
w

w.pref.aom
ori.lg.jp

/soshiki/soum
u/zeim

u/012_kouz
aindex.htm

l 

□
問
合
せ
先 

 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部 

納
税
管
理
課 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

（
内
線
２
０
５
） 

おお
たた
ふふ
くく
かか
ぜぜ
予予
防防
接接
種種  

費費
用用
をを
助助
成成
しし
まま
すす  

自自
動動
車車
税税
種種
別別
割割
のの  

口口
座座
振振
替替
にに
つつ
いい
てて  
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深
浦
町
へ
の
移
住
促
進
や
若
年
世

代
の
定
住
促
進
を
目
的
に
、
若
者
等
世

帯
（
新
婚
世
帯
、
子
育
て
中
の
世
帯
）

や
移
住
世
帯
が
、
町
内
に
お
い
て
行
う

住
宅
整
備
（
新
築
・
購
入
、
リ
フ
ォ
ー

ム
）
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。 

◆◆
補補
助助
率率
及及
びび
補補
助助
限限
度度
額額  

【
新
築
ま
た
は
購
入
の
場
合
】 

・
住
宅
の
新
築
工
事
費
ま
た
は
購
入
代

金
の
25
％
以
内 

・
上
限
50
万
円 

【
リ
フ
ォ
ー
ム
の
場
合
】 

・
深
浦
町
住
環
境
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進
事

業
補
助
金
の
対
象
と
な
っ
た
経
費
（
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事
費
）
の
５
％
以
内 

・
上
限
10
万
円 

※
深
浦
町
住
環
境
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進

事
業
補
助
金
と
は
別
に
補
助
し
ま
す
。

◆◆
若若
者者
等等
世世
帯帯
とと
はは  

世
帯
の
代
表
者
ま
た
は
そ
の
配
偶

者
が
45
歳
未
満
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
の
世
帯
と
し
ま

す
。 

① 

婚
姻
後
５
年
以
内
の
新
婚
夫
婦 

② 

18
歳
以
下
の
子
ど
も
を
扶
養
し
、

そ
の
子
ど
も
と
同
居
す
る
方 

◆◆
補補
助助
対対
象象
者者  

 

移
住
世
帯
ま
た
は
若
者
等
世
帯
を

代
表
し
て
住
宅
を
整
備
し
た
方
。
た
だ

し
、
リ
フ
ォ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
若
者

等
世
帯
と
同
居
す
る
方
（
親
等
）
が
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事
の
実
施
者
（
深
浦
町
住

環
境
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進
事
業
補
助
金

の
交
付
対
象
者
）
の
場
合
も
対
象
と
な

り
ま
す
。 

◆◆
補補
助助
金金
申申
請請
時時
期期 

 
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
日

か
ら
１
年
以
内
の
期
間
で
、
各
要
件
を

満
た
す
場
合
に
申
請
い
た
だ
け
ま
す
。

（
事
前
に
ご
相
談
い
た
だ
く
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
） 

【
新
築
ま
た
は
購
入
の
場
合
】 

取
得
し
た
住
宅
の
所
有
権
保
存
ま

た
は
所
有
権
移
転
登
記
完
了
日 

【
リ
フ
ォ
ー
ム
の
場
合
】 

深
浦
町
住
環
境
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進

事
業
補
助
金
の
確
定
通
知
日 

詳
し
く
は
、
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□
問
合
せ
先 

総
合
戦
略
課 

地
域
政
策
係 

℡ 

74-

２
１
２
２  

    

若
者
等
世
帯
（
新
婚
夫
婦
、
子
育
て

者
）
が
、
民
間
住
宅
を
賃
貸
し
て
入
居

す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。 

◆◆
補補
助助
率率
及及
びび
補補
助助
限限
度度
額額 

【
新
婚
夫
婦
の
場
合
】 

・
家
賃
か
ら
住
宅
手
当
を
減
額
し
た
額

の
２
分
の
１
相
当
額
（
１
，
０
０
０
円

未
満
端
数
切
捨
て
） 

・
上
限
１
万
５
千
円 

【
子
育
て
者
】 

・
家
賃
か
ら
住
宅
手
当
を
減
額
し
た
額

の
２
分
の
１
相
当
額
（
１
，
０
０
０
円

未
満
端
数
切
捨
て
） 

・
上
限
２
万
５
千
円 

◆◆
若若
者者
等等
世世
帯帯
とと
はは  

世
帯
の
代
表
者
ま
た
は
そ
の
配
偶

者
が
45
歳
未
満
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
の
世
帯 

① 

婚
姻
後
５
年
以
内
の
新
婚
夫
婦 

② 
18
歳
以
下
の
子
ど
も
を
扶
養
し
、

そ
の
子
ど
も
と
同
居
す
る
方 

◆◆
民民
間間
賃賃
貸貸
住住
宅宅
とと
はは  

住
宅
の
所
有
者
等
と
の
間
で
賃
貸

借
契
約
を
締
結
し
居
住
す
る
た
め
の

住
宅
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
住
宅
を

除
く
。 

① 

公
営
住
宅
等
の
公
的
賃
貸
住
宅 

② 

社
宅
、
寮
等
の
事
業
主
か
ら
貸
与

を
受
け
た
住
宅 

③ 

夫
婦
の
３
親
等
以
内
の
親
族
が
所

有
す
る
住
宅 

◆◆
補補
助助
対対
象象
者者  

 

４
月
１
日
以
降
に
世
帯
全
員
が
賃

貸
借
契
約
を
締
結
し
た
民
間
賃
貸
住

宅
に
入
居
、
住
所
を
有
し
て
お
り
、
５

年
以
上
当
町
に
居
住
す
る
意
思
が
あ

る
こ
と
。 

◆◆
補補
助助
金金
支支
払払
方方
法法 

 

上
期
（
４
月
～
９
月
）
及
び
下
期
（
10

月
～
３
月
）
の
２
回
に
分
け
て
ま
と
め

て
指
定
口
座
へ
振
込
予
定 

詳
し
く
は
、
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□
問
合
せ
先 

総
合
戦
略
課 

地
域
政
策
係 

℡ 

74-

２
１
２
２  

 

 

「「
若若
者者
等等
住住
宅宅
整整
備備
支支
援援  

補補
助助
金金
」」
のの
おお
知知
らら
せせ  

  

民民
間間
賃賃
貸貸
住住
宅宅  

入入
居居
者者
をを
支支
援援
しし
まま
すす  
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深浦町で施工中の風力発電所建設工事において、津軽港から深浦町の国道 101 号及び西海岸広域

農道の間で風車建設部材の夜間輸送を開始します。 

期間は、令和５年５月上旬から１１月上旬を予定しており、夜間輸送中には通行規制を行います

ので皆様のご協力をお願します。 

 夜間輸送中は、通行止めではございませんが、輸送車両の通過を待っていただくことがあります。

また、輸送計画については、事業の進捗状況により変更となる場合がございますので予めご了承く

ださい。 
 
 
【輸送計画】 

 時間帯：午後９時から午前６時 
 回 数：１日あたり２～３台（予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
□問合せ先 建設水道課    ＴＥＬ：７４－４４１３ 
      施工者：㈱大林組 ＴＥＬ：８２－０９０１  

 
 
 

風風車車部部材材輸輸送送ののおお知知ららせせ  



 

 

 

 

子宮頸がん個別検診、乳がん個別検診を４月からスタートします。 
つがる市、五所川原市、弘前市の医療機関で受診できますので、希望される方は健康推進

課へお申し込みください。 
がん検診は、定期的な検査が必要です。 
がんの早期発見・早期治療のために、検診を受診しましょう。 

 

■■対対象象者者等等  

検診種別 対象者 検査内容 検診費 

子宮頸がん 
令和５年度に２０歳以上で

偶数歳の方 
細胞診 

無料 
乳がん 

令和５年度に４０歳代～ 
５０歳代で偶数歳の方 

マンモグラフィ 
２方向 

令和５年度に６０歳以上で

偶数歳の方 
マンモグラフィ 
１方向 

         ※令和５年度に奇数歳で、昨年度受診していない方も対象です。 
  

■■受受診診方方法法 

 
健康推進課に電話、メールまたは窓口で受診申込する。 

※氏名、住所、生年月日、電話番号、希望する検診をお伝えください。 

 
郵送により「受診券」が届きます。 

 
  希望する指定医療機関に電話で受診予約する。 

※「受診券」と一緒に指定医療機関の一覧表を送ります。 
 

 

予約日に「受診券」「健康保険証」等を持参して受診する。 
 
 
□申申込込・・問問合合せせ先先 
 健康推進課（深浦町保健センター内（深浦診療所隣り）） 
ＴＥＬ：８２－０２８８  E-mail：fukaura-health01@town.fukaura.lg.jp 
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子子宮宮頸頸ががんん・・乳乳ががんん個個別別検検診診をを  

集集団団検検診診にに先先駆駆けけててススタターートトししまますす 



 

 

■ 採用試験 

◎令和５年６月２５日（日）実施 受付期間：４月１７日（月）～６月２日（金） 

職種 採用予定人員 受験資格 

看護師・助産師 ４５名程度 

昭和５４年４月２日以降に生まれ

た方で左記職種の免許を有する方

又は令和６年４月３０日までに免

許を取得する見込みのある方 

診療放射線技師 ２名程度 
昭和５９年４月２日以降に生まれ

た方で左記職種の免許を有する方

又は令和６年４月３０日までに免

許を取得する見込みのある方 
臨床検査技師 ３名程度 

※理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の職種及び第１回試験で募集人数に達しなかった職種に

ついては、令和５年１０月１５日（日）に第２回試験を実施します。 

８月上旬に第２回採用試験の案内を当広域連合ホームページ等にて掲載予定です。 

■ 採用日 

令和６年４月１日 

※詳細は、つがる西北五広域連合ホームページ（http://www.tsgren.jp/）をご確認ください。 

■ 申込・問合せ先 

つがる西北五広域連合病院運営局人事課 

住所：〒０３７－００７４ 青森県五所川原市字岩木町１２番地３ つがる総合病院３階 

ＴＥＬ：０１７３－２６－６３６３（内線２３２７） 
 
 
 
 
 町では、行政の一層の透明化、固定資産税評価及び課税の一層の適正化のため、令和５年度固

定資産課税台帳の縦覧及び閲覧を次の日程で行います。 
 自分の所有している土地・建物の評価を知る良い機会です。特に前年不動産を売買された方

や、家を新築又は増築された方などは、縦覧及び閲覧するようお勧めいたします。 
＜縦覧期間＞ ４月１日（土）から５月３１日（水）まで ※土・日・祭日を除く 
＜閲覧期間＞ ４月 1 日（土）から１年間 
＜縦覧及び閲覧時間＞ 午前８時１５分から午後５時まで 
＜縦覧及び閲覧場所＞ ・税務会計課 ・岩崎支所 ・大戸瀬支所 
―縦覧とは― 

町に固定資産税を納めている人、又は納めている人からの委任状持参の方が土地の所在・地

番・地目・地籍・価格及び家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格を他の土地や家屋

と比較して見ることができる制度です。 
―閲覧とは― 

 町に固定資産税を納めている人、又は納めている人からの委任状持参の方が自分の土地及び家

屋の評価額等を見ることができる制度です。 
―お願い― 

家屋等を取り壊した場合は、必ず家屋滅失（取壊し）申告書を提出してくださるようお願いし

ます。家屋滅失（取壊し）申告書は税務課及び各支所にありますのでお気軽にご相談ください。 
□問合せ先 税務会計課 固定資産係  ＴＥＬ：７４－２１１４  
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予防接種を受けて、大切なお子さんを様々な感染症から守るとともに、感染症の流行を防ぎまし

ょう。接種する際は、予診票、母子健康手帳、健康保険証を必ずご持参ください。 
 

【 予防接種一覧 】 

ワクチンの種類 対象期間 標準的な接種期間 接種回数 

１歳までに接種しておきたい予防接種 

ロタウイルス感染症 
（ロタリックス） 

生後６週～２４週 
生後 2ヶ月～14 週 6

日未満 
（初回接種） 

2 回 
27 日の間隔 

ロタウイルス感染症 
（ロタテック） 

生後６週～３２週 
3 回 
27 日の間隔 

Ｈｉｂ：ヒブ  初回 生後 2か月～5歳未満 生後 2～7か月未満 
3 回（27 日以上の間隔） 
標準間隔 27～56 日 
※接種開始年齢により回数が異なる 

小児用肺炎球菌 初回 生後 2か月～5歳未満 生後 2～7か月未満 
3 回（27 日以上の間隔） 
※接種開始年齢により回数が異なる 

四種混合 Ⅰ期初回 生後 2～90 か月未満 生後 2～12 か月未満 
3 回（20 日以上の間隔） 
標準間隔 20～56 日 

ＢＣＧ 1 歳未満 生後 5～8か月未満 1 回 

Ｂ型肝炎 1 歳未満 生後 2～9か月未満 
3回 
2回目：1回目接種から127日以上 
3回目：1回目接種から139日以上 

１歳になったら接種する予防接種 

麻しん風しん混合Ⅰ期 生後 12～24 か月未満 1 回 

Ｈｉｂ：ヒブ 追加 
生後 2か月～5歳未満 

（Ⅰ期初回接種後7か月以上） 
初回接種後 
7～13 か月後 

1 回 

小児用肺炎球菌 追加 
生後 2か月～5歳未満 
（生後 12 か月以降） 

初回接種後 60 日以上
あけて 1 歳以上 1歳

3 か月未満 
1 回 

四種混合 Ⅰ期追加 
生後 2～90 か月未満 

（Ⅰ期初回接種後6か月以上） 
Ⅰ期初回接種後 
12～18 か月後 

1 回 

水痘     1 歳以上 3歳未満 1歳以上1歳3か月未満 
2 回 
3 か月以上の間隔 
標準間隔 6～12 か月 

３歳になったら接種する予防接種 

日本脳炎※Ⅰ期初回 生後 6～90 か月未満 3 歳 

2 回 
6 日以上の間隔 
標準間隔 6～28 日 
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４歳になったら接種する予防接種 

日本脳炎※Ⅰ期追加 
生後 6～90 か月未満 

(Ⅰ期初回接種後6か月以上) 
4 歳 

(Ⅰ期初回接種後1年後） 
1 回 

保育園の年長児になったら接種する予防接種 

麻しん風しん混合Ⅱ期 小校入学前の 1 年間（保育園の年長児） 1 回 

小学生で接種する予防接種 

日本脳炎※   Ⅱ期 9～13 歳未満 小学４年生 1 回 

二種混合 11～13 歳未満 小学６年生 1 回 

中学生で接種可能な予防接種 

HPV（サーバリックス） 

小学 6年生～高校 1年生 中学１年生 

2 回 
2 回目：1回目から 1 ヶ月 
3 回目：1回目から 6ヶ月 

HPV（ガーダシル）※ 
3 回 
2 回目：1回目から 2 ヶ月 
3 回目：1回目から 6ヶ月 

HPV（シルガード）※ 
（令和5年4月1日追
加） 

2 回(15 歳未満) 
6 ヶ月以上あける 

3 回(15 歳以上） 

2 回目：1回目から 2ヶ月 
3 回目：1回目から 6ヶ月 

※日本脳炎は、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方は、特例として接種できます。 

対象となる方には、個別に通知を送付します。 

※HPV は、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方は、特例として接種できます。 

特例者は、令和 7年 3月 31 日まで接種可能です。 

 

指定医療機関 電話番号 曜 日 時  間 備  考 

深浦診療所 
0173 

82-0337 

診察日は接種可能です。日時の指定はあり

ません。※予約の際に日時を確認してくだ

さい。 

予約は 1 週間前まで 

あじがさわクリニック

（鰺ヶ沢町） 

0173 

72-5200 

月～金 8:00～11:30、15:00～18:30 完全予約制 

日・祝日接種不可  

※不定休 
土 8:00～11:30 

七ツ石内科（鰺ヶ沢町） 
0173 

72-2879 

月～水、 

金、土 
8:30～13:00、14:30～18:00 事前予約必要 

こどもクリニックおとも

（五所川原市） 

0173 

39-2151 

インターネット予約 （予約日が接種可能日とな

ります。）ホームページをご覧ください。 

予約サイト https://www.otomo-clinic.net 

予約は前日 12 時まで 

ねもとクリニック（能代市） 
0185 

52-8777 

 月、火、 

木、金 
8:30～10:30、14:30～15:30 

予約は 1 週間前まで 

水、土 9:00～10:30 

石川こどもクリニック

（能代市） 

0185 

52-8558 

月、水、金 9:00～11:00、14:30～16:30 事前問合せで、受付時

間後も対応可能 木 9:00～11:00 

 

□問合せ先 

健康推進課  TEL：８２－０２８８ 

広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 



  
 
 
 
 町では、下記公用車を一般競争入札により、売払いします。 
 
１ 入札に付する物品及び予定価格 

 登 録 番 号  青森００る２５１５ 
 車 両 名  三菱ドーザ ８ｔ級 
 初 年 度 登 録 年 月  平成６年１１月 
 乗 車 定 員  ２名 
 車 台 番 号  １ＹＫ０２２６３ 
 総 排 気 量  ４．３９Ｌ 
 燃 料 の 種 類  軽油 
 累 計 走 行 距 離  ２５，６３１ｋｍ（令和５年３月１０日現在） 
 ア ワ ー メ ー タ ー  ３，８７６ｈ  （令和５年３月１０日現在） 
 車 検 満 了 日  令和４年９月１７日 
 自賠責保険満了日  令和４年１１月２０日 
 そ の 他  車検、自賠責保険なし（期限切れ） 
 
２ 入札参加資格制限 

 （１）入札に参加する者は、次に掲げるいずれかの要件を満たしていなければならない。 
 
  ア 深浦町に所在する法人 
  イ 深浦町に在住する個人事業主 
 
 （２）次に掲げる者は、前項の要件を満たしていても、入札に参加することができない。 
   また、代理人としても参加することができない。 
 
  ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。）第１６７条の４第１項

の規定に該当する者 
 
  イ 令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する者で、その事実があった日から３年

経過していない者 
 
  ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条第２号

に規定する団体及び第６号に規定する団員又は暴力団員が実質的に経営を支配している会

社等 
 
３ 事前車両確認 

  当該車両公開を次のとおり実施する。 
  なお、事前公開に参加せず入札に参加する場合も、事前公開における車両について了知して

いるものとみなす。 
 
  ア 日時 ４月２７日（木） 午後３時まで 
  イ 苗代沢ゲートボール場「ハッピードラッグ付近（大字深浦字苗代沢２６－１）」 

 

町町有有ドドーーザザをを売売払払いいししまますす  
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４ 入札の日時及び場所 

 

 （１）日時 ４月２８日（金） 午前９時００分 
 （２）場所 深浦町役場２階中会議室 
 
５ 落札者の決定 

  入札者のうち最高金額のものを落札者として決定する。 
  なお、落札者となるべき価格で入札した者が２人以上あるときは、くじで決定する。 
 
６ 入札保証金  免除とする 
 
７ 契約書作成の要否  否 
 
８ 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上の金額とする。 
 
９ 契約の締結  落札の日から５日以内とする。 
 
10 売買代金の納入 

  町が発行する納入通知書により、指定の期日（契約締結の日から３０日以内）までに全額納

付する。 
 
11 留意事項 

 （１）落札に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。 
 
 （２）代理人が出席する場合は、委任状を提出すること。 
 
 （３）入札に参加する資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 
 
 （４）物品の引渡しは、代金納入後町保管場所において行う。 
 
 （５）当該物品の納入後に発生する必要経費（当該物品の運搬費用、車検費用、自賠責保険

料、名義変更、ナンバー変更ほか）及び危険負担については、全て購入者側の負担とす

る。 
 
12 落札者への禁止事項 

 （１）契約後５年間転売の禁止 
 
□問合せ先 

深浦町 建設水道課  建設係 

ＴＥＬ：７４－４４１３ 
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